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 資料６－１  令和４年度修正 災害時受援計画 新旧対照表 
項 修正前 修正後 主な理由等 

第 1編 

第 1章 

  第 1節 

（3P） 

第５款 他計画及びマニュアルとの関係 

1～５（略） 

６ 避難勧告等の判断・伝達マニュアルとの関係 

県では平成 24年 4月に「避難勧告等の判断・伝

達マニュアル作成ガイドライン」を策定した。町で

は、このガイドラインを参考に、① 避難情報の発

令区域、発令基準、伝達内容や伝達方法を定めた具

体的かつ実践的なマニュアルの整備、② 全庁組

織・全職員での情報共有の徹底、③ 訓練や研修等

を通じた町防災マニュアルの運用水準の向上などを

図る必要があるため、河川改修終了後の 26年度か

ら速やかに「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」

を作成する。また、このマニュアルに準じて町防災

計画の避難勧告等の発令基準を変更する。 

第５款 他計画及びマニュアルとの関係 

1～５（略） 

６ 避難指示等の判断・伝達マニュアルとの関係 

県では平成 24年 4月に「避難勧告等の判断・伝

達マニュアル作成ガイドライン」を策定した。町で

は、このガイドラインを参考に、① 避難情報の発

令区域、発令基準、伝達内容や伝達方法を定めた具

体的かつ実践的なマニュアルの整備、② 全庁組

織・全職員での情報共有の徹底、③ 訓練や研修等

を通じた町防災マニュアルの運用水準の向上などを

図る必要があるため、河川改修終了後に「避難勧告

等の判断・伝達マニュアル」を作成し、平成 26年 4

月 1日から運用を開始した。その後、県では「避難

勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」

の見直しを重ね、令和 4年 12月に「避難判断ガイ

ドライン（洪水・土砂災害・高潮編）-避難情報の

発令判断・伝達マニュアル作成例-」（最新版）を

策定した。町の「避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル」は、国の「避難情報に関するガイドラインの改

定」（最新版）と県の「避難判断ガイドライン」

（最新版）を参考に見直しを行い、「避難指示等の

判断・伝達情報マニュアル」として運用を開始して

いる。また、このマニュアルに準じて町防災計画の

避難指示等の発令基準を変更する。 

県計画に基づき修正 

・避難情報の名称変更 

 

町の「避難勧告等の判

断・伝達マニュアル」

は、国と県のガイドラ

インを参考に見直しを

行い、「避難指示等の判

断・伝達情報マニュア

ル」として運用を開始。 

第 1編 

第 1章 

  第 2節 

（5P） 

第１款 想定する危機事象の特定 

(1)地 震 

①～②（略） 

 

 

 

 

 

 

第１款 想定する危機事象の特定 

(1)地 震 

①～②（略） 

③ 直下型地震 

兵庫県では、県内どこででも起こりうる M7未満の

断層（伏在断層）地震の被害予測を次のとおり行って

いる。 

 

直下型地震の追加にと

もなう修正 

想定災害等 種   別 地震規模 佐用町の震度 

佐用町で震度５以上の

揺れを生じさせると想

定される地震 

佐用町直下型地震 

 

M6.9 

 

6強 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

③ 危機事象 

想定する危機事象は、①及び②より佐用町で最も

甚大な被害が想定される「山崎断層帯地震」とす

る。 

 

④ 危機事象 

①、②及び③の結果から、佐用町で最も震度が大

きいのは「山崎断層帯地震」と「佐用町直下型地

震」である。 

山崎断層帯地震（主部北西部）と佐用町直下型地

震の被害想定は、基本項目（震度、建物被害、人的

被害）のみであるため、想定する危機事象は、基本

項目に加えてライフライン等の被害想定がされてい

る山崎断層帯地震（大原、土万、安富、主部南東

部）とする。 

第 1編 

第 1章 

  第 2節 

（5～6P） 

第２款 想定する危機事象による被害想定 

（1）地 震（出典：平成 22年第 5回兵庫県防災会議

地震災害対策計画専門委員会等） 

 

被害想定は、次のとおりとする。（早朝5時、夕方

18時、風速6m/ｓ以上） 

① 人的被害等 

 
② ライフライン 

（表内） 

項目 下水道（支障） 

第２款 想定する危機事象による被害想定 

（1）地 震（出典：兵庫県の地震被害想定（内陸型

活断層）山崎断層帯地震（大原・土万・安富・主部南

東部編）等） 

被害想定は、次のとおりとする。（早朝5時、夕方

18時、風速6m/ｓ以上） 

① 人的被害等 

 
② ライフライン 

（表内） 

項目 下水道（支障） 

被害想定にかかる情報

元の変更及び数値の訂

正など 

時間帯別被害想定 

項 目 
5時から 6時 18時から 19時 

人的被害 

・死者数 

建物倒壊           7           7 

がけ崩れ           9            9 

火  災           1           1 

・負傷者数 

（うち重傷者） 

建物倒壊 

（うち重傷者） 

          86 

          4 

          80 

          3 

がけ崩れ           11           11 

火  災           0           0 

建物被害 

・全 壊 

木 造（揺れ）          116          116 

非木造（揺れ）           8           8 

がけ崩れ          126          126 

液状化（木 造） 

   （非木造） 

          15 

          5 

          15 

          5 

焼  失           1           1 

・半 壊（揺れ） 

木  造       1,228         1,228 

非木造          50          50 

がけ崩れ         295         295 

避難者数 建物被害         818         818 

断水による避難者 

１日後   1,672 

４日後   1,307 

１月後    999 

１日後   1,672 

４日後   1,307 

１月後    999 

避難所生活者数 

１日後相当  647 

約４日後   293 

約１月後    39 

１日後相当  647 

約４日後   293 

約１月後    39 

 

時間帯別被害想定 

項 目 
5時から 6時 18時から 19時 

人的被害 

・死者数 

建物倒壊            8           6 

がけ崩れ            8            8 

火  災           1           1 

・負傷者数 

（うち重傷者） 

建物倒壊 

（うち重傷者） 

            75 

           3 

          55 

          3 

がけ崩れ           10           10 

火  災           0           0 

建物被害 

・全 壊 

木 造（揺れ）          116          116 

非木造（揺れ）           8           8 

がけ崩れ          120          120 

液状化（木 造） 

   （非木造） 

          15 

          6 

          15 

          6 

焼  失           1           1 

・半 壊（揺れ） 

木  造         1,231         1,231 

非木造          50          50 

がけ崩れ         280         280 

避難者数 建物被害         819         819 

断水による避難者 

１日後   1,553 

４日後   1,213 

１月後    928 

１日後   1,553 

４日後   1,213 

１月後    928 

避難所生活者数 

１日後相当  617 

約４日後   274 

約１月後    36 

１日後相当  617 

約４日後   274 

約１月後    36 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

被害想定 

1日後 317、4日後 57（復旧日数：3.7日） 

 

項目 電力 

被害想定 

中央防災会議における山崎断層帯主部の地震動デ

ータ（内閣府提示分）の被害数を基に、阪神・淡路

大震災の復旧記録を踏まえて、設備被害ならびに供

給支障回線数などを検討した結果、送電設備および

変電設備については直接的な被害はなく、また、配

電設備については一部で被害が発生し、一時的な停

電が発生するものと想定されるが、致命的な長時間

の停電には至らないものと想定される。 

 なお、地震による家屋や樹木の倒壊、土砂崩れ

や地滑りなどの事象が発生したことによる 

二次的な設備被害により停電が発生した場合は、

要因となる事象の復旧と連動した復旧になる場合

がある。 

 

 項目 電話 

 被害想定 

 （略） 

■ 固定電話の被災想定回線数（ＮＴＴ／加入電

話・ひかり電話） 

震度階別想定被災率（震度 6強）1,282回線

（13.5%） 

被害想定 

1日後 213、4日後 5（復旧日数：3日） 

 

項目 電力 

被害想定 

関西電力（株）による被害想定結果 

■停電軒数 557軒（2.8%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 電話 

 被害想定 

 （略） 

■ 固定電話の被災想定回線数（ＮＴＴ／固定電

話・ネット回線） 

震度階別想定被災率（震度 6 強）1,282 回線

（13.5%） 

第 2編 

第 2章 

  第 1節 

（13～14P） 

第３款 応援協定（既協定の締結状況） 

■ 災害時等応援協定等締結状況（平成 29 年 12 月 

佐用町） 

 

 

 

 

 

第３款 応援協定（既協定の締結状況） 

■ 災害時等応援協定等締結状況（令和 4年 12月 佐

用町） 

協定追加による時点修

正 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

 
 

 
第 2編 

第 2章 

  第 1節 

（17P） 

第７款 給水 

(1)活動内容の手順 

② 応援協定 

■ 災害時等応援協定等締結状況（平成 23年 3月 

佐用町） 

 

第７款 給水 

(1)活動内容の手順 

② 応援協定 

■ 災害時等応援協定等締結状況（令和 4年 12月 

佐用町） 

 

時点修正 

第 2編 

第 2章 

  第 1節 

（19P） 

第８款 ヘリコプターの出動要請 

(2) 支援要請の手続き 

県に対する防災ヘリコプターの支援要請は、「兵

庫県消防防災ヘリコプター応援要綱」に基づき、町

長（本部長）又は消防長が、神戸市消防局警防部司

令課に対し手続きを行い、事後速やかに兵庫県消防

防災ヘリコプター運行要請書を県（消防課）へ提出

する。 

ただし、緊急を要する場合は、電話その他適宜の

方法により申請することとし、この場合において

も、事後速やかに兵庫県消防防災ヘリコプター運航

要請書を提出する。 

第８款 ヘリコプターの出動要請 

(2) 支援要請の手続き 

県に対する防災ヘリコプターの支援要請は、町長

（本部長）及び消防長又はそれらの者から委任され

た者が、次に示す要請先へ行うものとし、その後、

消防防災ヘリコプター緊急運航要請書を消防防災航

空隊にファクシミリ等により提出することとする。 

 

 

 

 

なお、県災害対策本部（災害警戒本部）が設置さ

れた場合、要請は災害対策本部事務局に行う。 

県計画に基づく修正 

・ヘリコプターの出動

要請の手続きの変更及

び要請先の変更 

No 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 締結相手先 

 (略)    

 

No 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 締結相手先 

 （略）    

23 R2.1.29 
災害時等における無人航空機の運用に関

する協定 
災害 合同会社ドローンの窓口 

24 R2.1.29 
災害時における地図製品等の供給等に関

する協定 
災害 株式会社ゼンリン関西支社 

25 R2.9.1 
兵庫・岡山・鳥取三県境隣接市町村災害時

等相互支援に関する協定 
災害 

宍粟市、上郡町、美作市、西粟

倉村、智頭町 

26 R2.8.6 
災害発生時における応急生活物資の供給

に関する協定 
災害 

セッツカートン株式会社、 

Ｊパックス株式会社 

27 R2.8.28 
災害時における施設等の利用に関する協

定 
災害 

国立研究開発法人理化学研究

所播磨事業所 

28 R3.2.15 
災害時における救援物資の輸送等に関す

る協定 
災害 

一般社団法人兵庫県トラック

協会 

29 R3.7.19 
神戸市と佐用町の連携・協力に関する協

定 

災害

等 
神戸市 

30 R3.9.15 
佐用町と大塚製薬株式会社との包括連携

に関する協定 

災害

等 
大塚製薬株式会社 

31 R4.2.2 災害時における連携協力に関する協定 災害 兵庫県弁護士会 

32 R4.3.16 
災害時における道路啓開や電気設備等の

復旧に係る相互連携・協力に関する覚書 
災害 

関西電力送配電株式会社兵庫

支社 

 

№ 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 締結相手先 締結者 

１ H18.3.27 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 災害 西播磨地域５市６町 

２ H18.11.1 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 災害 兵庫県及び県内市町 

３ H10.3.16 兵庫県水道災害相互応援に関する協定 災害 
兵庫県、県内市町、県内企業団、

日水協県支部及び県簡水協会 

 

№ 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 締結相手先 締結者 

１ H18.3.27 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 災害 西播磨地域５市６町 

２ H18.11.1 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 災害 兵庫県及び県内市町 

３ H10.3.16 兵庫県水道災害相互応援に関する協定 災害 
兵庫県、県内市町、県内企業団、

日水協県支部及び県簡水協会 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

なお、県災害対策本部が設置された場合、要請は

災害対策本部事務局に行う。 

 

 
 

 

 

第 2編 

第 2章 

  第 4節 

（22～23P） 

第２款 派遣要請 

 (2) 派遣要請の要領 

① 派遣及び撤収要請手続き経路 

 
 ② （略） 

 ③ 派遣要請・連絡先 

ア）（略） 

イ）連絡先 

 

第２款 派遣要請 

(2) 派遣要請の要領 

① 派遣及び撤収要請手続き経路 

 
② （略） 

 ③ 派遣要請・連絡先 

ア）（略） 

イ）連絡先 

 

組織変更に伴う時点修

正 

第 3編 

第 4章 

  第-節 

（29～30P） 

■ 災害時等応援協定物資応援締結状況（平成 27年

11月 佐用町） 

 

■ 災害時等応援協定物資応援締結状況（令和 4年

12月 佐用町） 

 

協定追加による時点修

正 

第 4編 

第 1章 

  第 1節 

（31P） 

(2) 災害ボランティア支援体制の整備 

■災害時等応援協定等締結状況（平成 27年 11月 佐

用町） 

 

(2) 災害ボランティア支援体制の整備 

■災害時等応援協定等締結状況（令和 4年 12月 佐

用町） 

 

時点修正 

 

【神戸市消防局警防部司令課】（昼間） 

所 在 〒650-8570 神戸市中央区加納町 6-5-1 神戸市役所 3号館 2階 

 電 話 078-331-0986  ＦＡＸ 078-331-0987 

【災害対策本部事務局】(夜間及び県災害対策本部設置後) 

 電 話 078-362-9900  ＦＡＸ 078-362-9911 

 

要請先  

(1) 県災害対策本部非設置時  

・昼間（ 8:45～17:30）の要請は西はりま消防組合に行う。  

・夜間（17:30～翌朝 8:45）の要請は神戸市消防局警防部司令課に対して行う。  

神戸市消防局警防部司令課 TEL (078)333-0119  

FAX (078)325-8529 

(2) 県災害対策本部（災害警戒本部）が設置された場合  

災害対策本部事務局    TEL (078)362-9900  

（県災害対策センター内） FAX (078)362-9911 

 

 

 

 

 

 

西
播
磨
県
民
局
長 

佐

用

警

察

署

長 

知 事 警察本部長 
通報 

協議 

要求 通報 

陸上自衛隊姫路駐屯地第３特科隊 

要請 

知事に要求できない場合直接通知 

通知 

町 長 

区 分 
電話番号 

勤務時間内 勤務時間外 

（略）   

佐用警察署 T E L(0790)82-0110 同左 

（略）   

 

 

 

 

 

 

西
播
磨
県
民
局
長 

た

つ

の

警

察

署

長 

知 事 警察本部長 
通報 

協議 

要求 通報 

陸上自衛隊姫路駐屯地第３特科隊 

要請 

知事に要求できない場合直接通知 

通知 

町 長 

区 分 
電話番号 

勤務時間内 勤務時間外 

（略）   

たつの警察署 T E L(0791)63-0110 同左 

（略）   

 

No 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 締結相手先 

 （略）    

 

No 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 締結相手先 

 （略）    

11 R2.8.6 
災害発生時における応急生活物資の供給に

関する協定 

災害 セッツカートン株式会社、Ｊパ

ックス株式会社 

12 R3.2.15 
災害時における救援物資の輸送等に関する

協定 

災害 一般社団法人兵庫県トラック

協会 

 

No 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 
締結相手先  

締 結 者  

1 H20.4.1 
佐用町災害ボランティアセンターの設

置等に関する協定 
災害 

社会福祉法人佐用町社会福

祉協議会、佐用町 

 

No 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 
締結相手先  

締 結 者  

1 H20.4.1 
佐用町災害ボランティアセンターの設

置等に関する協定 
災害 

社会福祉法人佐用町社会福

祉協議会、佐用町 

 


